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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅵ-1-1-2-1 発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する説明書） 
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赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違） 

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

―――：前回提出時からの変更箇所 

本資料のうち枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第７号機 東海第二発電所 女川原子力発電所第２号機 備考 

 

1. 概要 

本資料は，自然現象等の外部からの衝撃への配慮について説明するものであ

る。「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（以下「技

術基準規則」という。）」第 5 条及び第 50 条（地震による損傷の防止）並びに

その「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈（以

下「解釈」という。）」については，添付書類「Ⅵ-2 耐震性に関する説明書」

にてその適合性を説明するため，本資料においては，地震を除く自然現象等の

外部からの衝撃による損傷の防止に関する設計が，技術基準規則第 6 条，第 51

条（津波による損傷の防止）及び第 7条（外部からの衝撃による損傷の防止）

並びにそれらの解釈に適合することを説明し，技術基準規則第 54 条及びその

解釈に規定される「重大事故等対処設備」を踏まえた重大事故等対処設備への

配慮についても説明する。 

 

   

 

 

 

 

なお，自然現象の組合せについては，全ての組合せを網羅的に確認するため，

地震を含めた自然現象について本資料で説明する。 

 

2. 基本方針 

2.1 自然現象 

設計基準対象施設は，外部からの衝撃のうち自然現象による損傷の防止

において，発電所敷地で想定される津波，風（台風），竜巻，凍結，降水，

積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び高潮の自然現象（地

震を除く。）又は地震を含む自然現象の組合せに遭遇した場合において，自

然現象そのものがもたらす環境条件及びその結果として施設で生じ得る環

境条件において，その安全性を損なうおそれがある場合は，防護措置，基礎

地盤の改良その他，供用中における運転管理等の運用上の適切な措置を講

じる。 

また，想定される自然現象（地震を除く。）に対する防護措置には，設計

基準対象施設が安全性を損なわないために必要な設計基準対象施設以外の

施設又は設備等（重大事故等対処設備を含む。）への措置を含める。 

重大事故等対処設備は，外部からの衝撃による損傷の防止において，添付

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置変更許可における設計

方針の相違 

（女川は，敷地に遡上する

津波を考慮していない） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


